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広島大学学位規則人間社会科学研究科内規 

                      （ 令 和 2 年 4 月 1 日 研 究 科 長 決 裁 ） 
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   第 １ 章 総 則 

 (趣 旨) 

第 1 条 こ の 内 規 は ， 広 島 大 学 学 位 規 則 （ 平 成 16 年 4 月 1 日 規 則 第 8 号 。 以 下 ｢学 位 規 則

｣と い う 。 ） 第 17 条 の 規 定 に 基 づ き ， 広 島 大 学 大 学 院 人 間 社 会 科 学 研 究 科 （ 以 下 「 研 究

科 」 と い う 。 ） の 学 位 の 授 与 に 関 し ， 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

 (学 位 に 付 記 す る 専 攻 分 野 の 名 称) 

第 2 条 学 位 規 則 第 3 条 第 2 項 に 定 め る 学 位 に 付 記 す る 専 攻 分 野 の 名 称 の う ち 研 究 科 に 関 

す る も の は ， 次 の 表 に 掲 げ る と お り と す る 。 

 

専 攻 名 ・ 学 位 プ ロ グ ラ ム 名 
専 攻 分 野 の 名 称 

修   士 博   士 

人 

文 

社 

会 

科 

学 

専 

攻 

 人 文 学 プ ロ グ ラ ム 文    学 文    学 

 心 理 学 プ ロ グ ラ ム 心  理  学 心  理  学 

 法 学 ・ 政 治 学 プ ロ グ ラ ム 
法 学 法 学 

学 術 学 術 

 経 済 学 プ ロ グ ラ ム 
経 済 学 経 済 学 

学 術 学 術 

 マ ネ ジ メ ン ト プ ロ グ ラ ム 
マ ネジメント マ ネジメント 

学 術 学 術 

 国 際 平 和 共 生 プ ロ グ ラ ム 
学 術 学 術 

国 際 協 力 学 国 際 協 力 学 

 国 際 経 済 開 発 プ ロ グ ラ ム 

学 術 学 術 

経 済 学 経 済 学 

経 営 学 経 営 学 
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国 際 協 力 学 国 際 協 力 学 

 人 間 総 合 科 学 プ ロ グ ラ ム 学    術 学    術 

教 

育 

科 

学 

専 

攻 

 教 師 教 育 デ ザ イ ン 学 プ ロ グ ラ ム 

教 育 学 教 育 学 

教 育 心 理 学 教 育 心 理 学 

学   術 学   術 

 教 育 学 プ ロ グ ラ ム 教 育 学 教 育 学 

 日 本 語 教 育 学 プ ロ グ ラ ム 
教 育 学 教 育 学 

学   術 学   術 

 国 際 教 育 開 発 プ ロ グ ラ ム 

教 育 学 教 育 学 

学   術 学   術 

国 際 協 力 学 国 際 協 力 学 

 広 島 大 学 ・ グ ラ ー ツ 大 学 国 際 連 携 サ ス テ イ ナ ビ リ テ ィ 学 専 攻 学   術 ― 

2 学 位 規 則 第 3 条 第 3 項 に 定 め る 学 位 の う ち 研 究 科 に 関 す る も の は ， 次 の 表 に 掲 げ る と

お り と す る 。 

 専  攻  名 学 位 の 名 称 

 教 職 開 発 専 攻 教 職 修 士 （ 専 門 職 ） 

実 務 法 学 専 攻 法 務 博 士 （ 専 門 職 ） 

   第 2 章 研 究 科 博 士 課 程 後 期 修 了 認 定 の た め に 行 う 学 位 審 査 

 (論 文 提 出 の 資 格 要 件) 

第 3 条 学 位 規 則 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 博 士 課 程 後 期 修 了 の た め の 学 位 論 文(以 下 「 博

士 論 文 」 と い う 。)を 提 出 で き る 者 は ， 広 島 大 学 大 学 院 人 間 社 会 科 学 研 究 科 細 則(令 和 2

年 4 月 1 日 研 究 科 長 決 裁)第 22 条 に 規 定 す る 単 位(以 下 「 所 定 の 単 位 」 と い う 。)を 修 得

し た 者 又 は 修 了 予 定 日 ま で に 修 得 す る こ と が 確 実 な 者 で,かつ, 博 士 論 文 の 作 成 等 に 対

す る 指 導(以 下 ， 「 研 究 指 導 」 と い う 。)を 受 け た も の と す る 。 

 (論 文 提 出 の 時 期) 

第 4 条 博 士 論 文 の 提 出 時 期 は ， 3 月 末 修 了 予 定 者 に あ っ て は 修 了 予 定 年 度 の 1 月 末 日

ま で ，9 月 末 修 了 予 定 者 に あ っ て は 7 月 末 日 ま で と す る 。 た だ し ，3 年 を 超 え て 在 学 す

る 者 は ， 随 時 提 出 す る こ と が で き る 。 

2  前 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず ， 博 士 論 文 提 出 の 期 日 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

場 合 は ， 以 後 最 初 の 平 日 を も っ て そ の 期 日 と す る 。 

(1) 日 曜 日 及 び 土 曜 日 

(2) 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律(昭 和 23 年 法 律 第 178 号)に 規 定 す る 休 日 

 (論 文 提 出 の 手 続) 

第 5 条 第 3 条 の 規 定 に 該 当 す る 者 が 博 士 論 文 を 提 出 す る 場 合 は ， 次 の 書 類 を 主 指 導 教 員

の 承 認 を 得 て 研 究 科 長 に 提 出 す る も の と す る 。 

 (1) 学 位 論 文 審 査 願 

  (2) 博 士 論 文 
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 (3) 論 文 目 録 

 (4) 論 文 の 要 旨 

 (5) 履 歴 書 

 (6) 参 考 論 文 が あ る と き は ， 参 考 論 文 

  (7) そ の 他 学 位 プ ロ グ ラ ム が 必 要 と す る も の 

 (論 文 の 受 理) 

第 6 条 研 究 科 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 博 士 論 文 の 提 出 が あ っ た と き は ， 当 該 博 士 論 文 を

受 理 す べ き か 否 か を 研 究 科 教 授 会(以 下 「 教 授 会 」 と い う 。)に 諮 る も の と す る 。 

 (審 査 委 員 会) 

第 7 条 学 位 規 則 第 5 条 第 １ 項 に 定 め る 審 査 委 員 会 は ， 博 士 論 文 の 内 容 に 関 連 あ る 教 員 3

人 以 上 の 審 査 委 員 で 組 織 す る 。 

2 審 査 委 員 は ， 主 査 1 人 及 び 2 人 以 上 の 副 査 で 構 成 す る も の と す る 。 

3 主 査 は ， 研 究 科 の 教 員 を も っ て 充 て る 。 

4 副 査 の う ち 1 人 以 上 は ， 他 の 学 位 プ ロ グ ラ ム ， 他 専 攻 又 は 他 研 究 科 の 教 員 と す る 。 

5 教 授 会 に お い て 必 要 と 認 め た と き は ， 他 の 大 学 院 又 は 研 究 所 等 の 教 員 等 を 審 査 委 員 に

加 え る こ と が で き る 。 

 (学 位 授 与 の 期 日) 

第 8 条 博 士 論 文 審 査 及 び 最 終 試 験 に 合 格 し た 者 の 博 士 の 学 位 授 与 の 期 日 は ， 次 の と お り

と す る 。 

 (1) 標 準 修 業 年 限 内 に 合 格 し た 者 は ， 学 位 記 授 与 式 が 挙 行 さ れ る 日 と す る 。 た だ し ，

教 授 会 の 議 を 経 て 研 究 科 長 が 特 別 な 事 由 が あ る と 認 め た 場 合 に は ， 合 格 し た 日 と す

る こ と が で き る 。 

 (2) そ の 他 の 者 は ， 合 格 し た 日 と す る 。 

   第 3 章 論 文 提 出 に よ る 学 位 審 査 

 (学 位 授 与 の 申 請 を す る こ と が で き る 者 の 資 格 要 件) 

第 9 条 学 位 規 則 第 2 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づ き ， 論 文 提 出 に よ る 博 士 の 学 位 の 授 与 を 申 請

す る こ と が で き る 者 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。 

 (1) 研 究 科 博 士 課 程 後 期 に 3 年 以 上 在 学 し て 所 定 の 単 位 を 修 得 し ， か つ ， 研 究 指 導 を

受 け た 後 退 学 し た 者 

 (2) 博 士 課 程 前 期 又 は 修 士 課 程 の 修 了 者 で ，4 年 以 上 の 研 究 歴 を 有 す る も の 

 (3) 大 学 の 卒 業 者 で ，6 年 以 上 の 研 究 歴 を 有 す る も の 

 (4) 前 3 号 に 掲 げ る 者 以 外 の 者 で ， 教 授 会 が 優 れ た 研 究 業 績 を 上 げ た と 認 め る も の 

 (論 文 提 出 の 手 続) 

第 10 条 前 条 に 該 当 す る 者 が 論 文 を 提 出 す る 場 合 は ， 次 の 書 類 を 研 究 科 長 を 経 て 学 長 に 

提 出 す る も の と す る 。 

(1) 学位申請書 

(2) 学位論文 

(3) 論文目録 
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(4) 論文の要旨 

(5) 履歴書 

(6) 参 考 論 文 が あ る と き は ， 参 考 論 文 

(7) そ の 他 学 位 プ ロ グ ラ ム が 必 要 と す る も の 

 (論 文 の 受 理) 

第 11 条 論 文 の 受 理 に つ い て は ， 第 6 条 の 規 定 を 準 用 す る 。 

(審 査 委 員 会 及 び 試 問 委 員 会) 

第 12 条 審 査 委 員 会 に つ い て は ， 第 7 条 の 規 定 を 準 用 す る 。 

2  学 位 規 則 第 5 条 第 2 項 に 定 め る 試 問 委 員 会 は ，3 人 以 上 の 試 問 委 員 を も っ て 組 織 す る 。 

3 試 問 委 員 は ， 主 査 1 人 及 び 2 人 以 上 の 副 査 で 構 成 す る も の と す る 。 

4 主 査 は ， 研 究 科 の 教 員 を も っ て 充 て る 。 

5 副 査 の う ち 1 人 以 上 は ， 他 の 学 位 プ ロ グ ラ ム ， 他 専 攻 又 は 他 研 究 科 の 教 員 と す る 。 

6 教 授 会 に お い て 必 要 と 認 め た と き は ， 他 の 大 学 院 又 は 研 究 所 等 の 教 員 等 を 試 問 委 員 に

加 え る こ と が で き る 。 

7 審 査 委 員 が 試 問 委 員 を 兼 ね る こ と が で き る 。 

(試 験 又 は 試 問 の 方 法) 

第 13 条 学 位 規 則 第 6 条 第 3 項 の 試 問 に 課 す る 外 国 語 は ， 研 究 科 に お い て は １ 種 類 と す 

る 。 

2 学 位 規 則 第 6 条 第 4 項 の 研 究 科 所 定 の 年 限 は ，5 年 と す る 。 

   第 4 章 研 究 科 博 士 課 程 前 期 修 了 認 定 の た め に 行 う 学 位 審 査 

 (論 文 提 出 の 資 格 要 件) 

第 14 条 学 位 規 則 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 博 士 課 程 前 期 修 了 の た め の 学 位 論 文 を 提 出 で

き る 者 は ， 広 島 大 学 大 学 院 人 間 社 会 科 学 研 究 科 細 則(令 和 2 年 4 月 1 日 研 究 科 長 決 裁)第

20 条 に 規 定 す る 所 定 の 単 位 を 修 得 し た 者 又 は 修 了 予 定 日 ま で に 修 得 す る こ と が 確 実 な 者

で,か つ, 修 士 論 文 又 は 特 定 の 課 題 に つ い て の 研 究 成 果(以 下 「 修 士 論 文 等 」 と い う 。)

の 作 成 等 に 対 す る 指 導 を 受 け た も の と す る 。 

 (修 士 論 文 等 提 出 の 時 期) 

第 15 条 修 士 論 文 等 を 提 出 す る 時 期 は ， 3 月 末 修 了 予 定 者 に あ っ て は 修 了 予 定 年 度 の 1

月 末 日 ま で ，9 月 末 修 了 予 定 者 に あ っ て は 7 月 末 日 ま で と す る 。 

2  前 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず ， 修 士 論 文 等 の 提 出 期 日 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 場 合 は ， 以 後 最 初 の 平 日 を も っ て そ の 期 日 と す る 。 

(1) 日 曜 日 及 び 土 曜 日 

(2) 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律(昭 和 23 年 法 律 第 178 号)に 規 定 す る 休 日 

 (修 士 論 文 等 提 出 の 手 続) 

第 16 条 第 14 条 の 規 定 に 該 当 す る 者 が 修 士 論 文 等 を 提 出 す る 場 合 は ， 次 の 書 類 を 主 指 導

教 員 の 承 認 を 得 て 研 究 科 長 に 提 出 す る も の と す る 。 

 (1) 修 士 論 文 又 は 特 定 の 課 題 に つ い て の 研 究 成 果 

  (2) そ の 他 学 位 プ ロ グ ラ ム が 必 要 と す る も の  
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 (審 査 委 員 会) 

第 17 条 審 査 委 員 会 は ， 修 士 論 文 等 の 内 容 に 関 連 あ る 教 員 3 人 以 上 の 審 査 委 員 を も っ て

組 織 す る 。 

2 審 査 委 員 は ， 主 査 1 人 及 び 2 人 以 上 の 副 査 で 構 成 す る も の と す る 。 

3 主 査 は ， 研 究 科 の 教 員 を も っ て 充 て る 。 

4 副 査 の う ち 1 人 以 上 は ， 他 の 学 位 プ ロ グ ラ ム ， 他 専 攻 又 は 他 研 究 科 の 教 員 と す る 。 

5 教 授 会 に お い て 必 要 と 認 め た と き は ， 他 の 大 学 院 又 は 研 究 所 等 の 教 員 等 を 審 査 委 員 に

加 え る こ と が で き る 。 

   第 4 章 の 2 研 究 科 修 士 課 程(広 島 大 学 ・ グ ラ ー ツ 大 学 国 際 連 携 サ ス テ イ ナ ビ リ

テ ィ 学 専 攻)修 了 認 定 の た め に 行 う 学 位 審 査 

(論 文 提 出 の 資 格 要 件) 

第 17 条 の 2 学 位 規 則 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 修 士 課 程(広 島 大 学 ・ グ ラ ー ツ 大 学 国 際 連

携 サ ス テ イ ナ ビ リ テ ィ 学 専 攻)修 了 の た め の 学 位 論 文 を 提 出 で き る 者 は ， 広 島 大 学 大 学

院 人 間 社 会 科 学 研 究 科 細 則 第 24 条 の 2 に 規 定 す る 所 定 の 単 位 を 修 得 し た 者 又 は 修 了 予

定 日 ま で に 修 得 す る こ と が 確 実 な 者 で,か つ,修 士 論 文 の 作 成 等 に 対 す る 指 導 を 受 け た も

の と す る 。 

(そ の 他) 

第 17 条 の 3 前 条 に 定 め る も の の ほ か ， 修 士 課 程(広 島 大 学 ・ グ ラ ー ツ 大 学 国 際 連 携 サ ス

テ イ ナ ビ リ テ ィ 学 専 攻)の 学 位 の 授 与 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 別 に 定 め る 。 

第 5 章 雑 則 

  (書 類 の 様 式) 

第 18 条 関 係 書 類 の 様 式 は ， 別 記 様 式 第 1 号 か ら 別 記 様 式 第 8 号 ま で の と お り と す る 。 

 (そ の 他) 

第 19 条 こ の 内 規 に 定 め る も の の ほ か ， 学 位 の 授 与 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 教 授 会 の 議 を

経 て 研 究 科 長 が 別 に 定 め る 。 

附 則 

こ の 内 規 は ， 令 和 2 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則(令 和 年 月 日 一 部 改 正) 

 こ の 内 規 は ， 令 和 2 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 

 


